
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７

項の規定により執行した監査の結果について、同条第９項の規定に基づき次のとおり公

表します。

平成２３年９月２７日

奈良県監査委員  野 隆 信

同 南 田 昭 典

同 鍵 田 忠兵衛

同 森 川 喜 之

なお、監査執行者は次のとおりです。

監 査 委 員 監 査 執 行 期 間

谷 川 正 嗣 平成２３年１月２５日 ～ 平成２３年３月３１日

 野 隆 信 平成２３年４月１日 ～ 平成２３年８月９日

南 田 昭 典 平成２３年１月２５日 ～ 平成２３年８月９日

井 岡 正 徳 平成２３年１月２５日 ～ 平成２３年５月１８日

高 柳 忠 夫 平成２３年１月２５日 ～ 平成２３年５月１８日

鍵 田 忠兵衛 平成２３年５月２３日 ～ 平成２３年８月９日

森 川 喜 之 平成２３年５月２３日 ～ 平成２３年８月９日
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第１ 定期監査

１ 監査の実施方針

監査は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を対象として、これら

が、法令、条例等の規定に沿って適正に行われているかどうか、経済性、効率性、有

効性の観点から適切に行われているかを主眼として実施した。

２ 監査における重点事項

監査を効率的に実施するため、平成２３監査年度における監査重点項目は、次のと

おりとした。

① 刊行物の発行について

県では、行政計画や、制度の周知及び行政活動の情報を提供する手段として様

々な刊行物を提供している。このような刊行物は、県民に対する情報提供の手段

として大きな役割を果たしているが、インターネットの普及など社会情勢の変化

により、提供の手段も多様化している。

「県刊行物の発行指針（広報広聴課平成１９年２月６日策定 」に基づき、刊）

行物の内容やあり方を常に見直しているか、経費削減をはかりつつ目的に応じて

作成されているか、効率的、経済的に作成され有効に活用されているか等につい

て監査を行う。

② 負担金の交付要綱作成状況等について

相当の反対給付を受けない負担金は「奈良県補助金等交付規則」の適用対象で

あり、交付の申請、決定等に関する事項その他予算の執行に関し必要な事項につ

いて交付要綱を定めるよう、改めて会計局会計課長及び財政課長の連名で通知さ

れたところである。

対象となる負担金について、交付要綱を定め、適正に負担金が交付されている

かどうか等について監査を行う （特に県が大きな役割を担っている団体等への。

負担金に留意するものとする ）。

③ 補助金の執行について

前年度新規の補助事業及び前年度の単年度補助事業について、当該補助事業が

適正に実施されているかどうか等について監査を行う。

３ 監査実施期間

平成２３年１月２５日から同年８月９日まで



４ 監査対象機関

本庁及び出先機関の１４５所属（本庁１０１所属、出先機関４４所属）について実

地に監査を執行した。

実 地 監 査 実 地 監 査
所 管 部 局 所 管 部 局

出先機関 出先機関本 庁 本 庁

知 事 公 室 ８ 農 林 部 １１ ４

総 務 部 ８ １ 土 木 部 １０ １

地 域 振 興 部 ６ ３ まちづくり推進局 ７ ３

観 光 局 ２ 会 計 局 １

健 康 福 祉 部 ７ ２ 水 道 局 １

こども・女性局 ２ ２ 議 会 事 務 局 １

医 療 政 策 部 ７ ６ 教 育 委 員 会 １０ １２

く ら し 創 造 部 ６ ２ 行 政 委 員 会 ３

景 観 ・ 環 境 局 ４ 公 安 委 員 会 １ ４

産業・雇用振興部 ６ ４ 合 計 １０１ ４４

※ 実地監査 監査対象機関に出向くなどして、関係書類や事務、事業等の実態を調査し、

併せて関係者から説明を聴取することを基本として行う監査



５ 監査の結果

(１)部局別指摘事項等件数一覧

指 摘 事 項 注 意 事 項 意 見 合計

収 支 契 委 補 公 財 物 収 支 補 収 支 契 委 補 工 公 財 物 そ物 そ
入 出 約 託 助 用 産 品 入 出 助 入 出 約 託 助 事 用 産 品 の品 の

金 車 金 金 車 他他

１ １ １ ３知 事 公 室

２ １ １ ４総 務 部

１ １ ２地 域 振 興 部

１ １観 光 局

２ １ ３健 康 福 祉 部

２ １ ３こども・女性局

１ ５ ５ ３ ３ ３ ３ ２５医 療 政 策 部 ２

１ １く ら し 創 造 部

１ １ １ １ １ ５産業・雇用振興部

１ ２ １ ４農 林 部

１ １ １ ３土 木 部

２ １ １ ２ １ １ １ １ １０まちづくり推進局

１ ２ ３会 計 局

１ １水 道 局

１ ３ １ ３ ２ １ ２ １３教 育 委 員 会

１ １ ２公 安 委 員 会

４ ６ １ ３ １ １ １ ６ 15 11 １ ２ １ ４ ５ ２ ４ １ ６ ３ １ ３ １小 計

２３ ３０ ３０ ８３合 計

※ 定期監査の結果の取扱基準

１ 指 摘

監査委員が違法、不当な事項として認め、その改善を求めるもの

① 法令等に著しく違反している事項

② 故意又は重大な過失による事項

③ 著しく不経済な支出及び著しい損害が生じている事項

④ 既に、指摘・注意されているが改善の成果が認められない事項

２ 注 意

監査委員がその事項につき、指摘の内容までは至らないが、重要と認めその改善を求め

るもの

３ 意 見

監査委員がその事項につき、制度の運用及び事務事業の執行方法等について、有効性、

経済性、効率性の見地等から、今後見直しの必要があると認め、検討を指示するもの



(２)指摘等の内容
（ア）指摘事項

項 目 内 容 件数 対象所属

中和福祉事務所収入関係 未収金 生活保護費返還金の未収金について 1
三室病院医業収入の未収金について 1
農村振興課(旧耕地課)国営総合農地開発事業費分担金の未収金について 1

長寿社会課調定事務 普通財産使用料の調定について 1
奈良病院､三室病院､五條病院支出関係 会計処理 現金出納簿について 3
奈良養護学校支出にかかる事務処理について 1

奈良病院､三室病院給与・手当 通勤手当の支給について 2
広報広聴課契約 契約事務 広告掲載業務に関する契約について 1
橿原考古学研究所委託 委託事務 測量業務委託の設計について 1

橿原考古学研究所委託業務の発注について 1
文化財保存課委託契約について 1
保健体育課補助金 補助金 補助金の交付要綱について 1

警察本部公用車 公用車関係 公用車使用中における事故について 1
市町村振興課財産 財産管理 債権にかかる財産調書について 1
広報広聴課物品 物品管理 ＊ 印刷物の年度末・年度当初における会計事務処理 1

の適正化について
橿原考古学研究所備品の管理について 1

下水道課､奈良公園管理事務所物品購入における事務処理について 2
橿原考古学研究所､榛生昇陽高印刷製本発注における会計書類の作成について 2
等学校

計 23

（イ）注意事項

項 目 内 容 件数 対象所属

こども家庭課収入関係 未収金 児童措置費負担金の未収金について 1
こども家庭課母子・寡婦福祉資金貸付金における償還未済金に 1

ついて
保健予防課未熟児養育医療費負担金の未収金について 1

五條病院医業収入の未収金について 1
砂防課砂防関係事業費負担金にかかる未収金について 1
学校支援課奨学資金貸付金の償還未済金について 1

警察本部放置違反金の未収金について 1
国際観光課､奈良病院､三室病院調定事務 行政財産使用許可の使用料について 6
､五條病院､森林技術センター､
橿原考古学研究所

森林整備課証紙 証紙の消込みについて 1
奈良公園管理事務所収納管理 現金即納における会計処理について 1

統計課支出関係 会計処理 資金前渡について 1
総務課郵便切手等交付簿の記載について 1
総務課現金出納簿の記載について 1
保険指導課支出にかかる事務処理について 1

産業会館釣り銭にかかる貸付金の事務処理について 1
水道局減価償却額の算定について 1
保健予防課予算の執行 委員報酬の予算令達について 1

保健体育課支出科目について 1
桜井保健所給与・手当 委員報酬の支給について 1
五條病院通勤手当の支給について 1

公園緑地課費用弁償の支給について 1
こども家庭課補助金 補助金 ＊ 補助金の執行について 1
住宅課物品 物品管理 備品の保管管理について 1

奈良公園管理事務所印刷経費における事務処理について 1
公園緑地課その他 その他 指定管理業務における事業評価について 1

計 30



（ウ）意見

項 目 内 容 件数 対象所属

地域産業課(旧商工課)収入関係 未収金 貸付金の償還未済金について 1
住宅課県営住宅使用料等の未収金について 1
三室病院､五條病院収納管理 診療報酬請求書(レセプト)管理の適正化について 2

保健予防課支出関係 会計処理 郵便切手の現物配布について 1
会計局非日常時における公金の支出について 1
奈良病院､五條病院予算の執行 医療用器械備品の取得時期について 2

建築課耐震化支援補助事業の効果的な実施について 1
会計局契約 契約事務 庁舎の機械警備業務委託に係る随意契約取扱基準 1

について
会計局長期継続契約について 1

総務課委託 委託事務 委託契約の発注方法について 1
東アジア連携課(旧平城遷都130委託契約の履行確認について 1
0年記念事業推進局分)

工業振興課(旧産業支援課)委託事業に係る内部チェック体制の整備について 1
道路管理課雪寒対策業務委託について 1
消費・生活安全課補助金 補助金 市町村消費者行政活性化交付金について 1

奈良病院､五條病院､橿原考古学工事 工事 工事等にかかる業者選定について 3
研究所

三室病院工事区域内の随意契約について 1
営繕課県有施設の施工不良について 1

保健体育課工事にかかる契約金額の変更について 1
産業・雇用振興部企画管理室､公用車 公用車関係 公用車使用中における事故について 3
農林部企画管理室､土木部企画
管理室

管財課財産 財産管理 建物の登記について 1
奈良病院､三室病院､五條病院物品 物品管理 たな卸資産の管理について 3

地域産業課(旧商工課)その他 その他 奈良県営競輪事業費特別会計の財政運営について 1
計 30

＊印は、平成２３監査年度における重点項目



(３)所属別
ア．本庁

部 局 名 所 属 名 実施年月日 監 査 結 果

知 事 公 室 秘書課 ７月７日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

広告掲載業務に関する契約について広報広聴課 ７月５日

平成２２年度の広告掲載業務に関する契約におい

て、広告料の契約金額を変更したにもかかわらず、

変更契約書を作成していなかった。

今後は契約内容を十分に精査の上、契約書に基づ

く協議を行い、適正な契約事務を行うべきである。

（指摘事項）

印刷物の年度末・年度当初における会計事務処理の

適正化について

平成２２年３月に年度内納品の予定で発注した印

刷物について、原稿が遅れたことにより翌年度の４

、 。月に納入され 平成２２年度予算で執行されていた

平成２２年４月に完了した業務を平成２２年度の

支出として処理したことは適切であったが、債務負

担行為や長期継続契約などによるもののほかは年度

をまたがる契約を締結することはできないものであ

る。

今後、印刷物の発注については、納品が年度内に

完了するよう日程を考慮するとともに、発注後やむ

を得ない事情によって年度内の納品が困難となる場

合には、所要の契約手続きや必要な場合には繰越処

理を行うなど適正な会計処理を行うべきである。

（指摘事項）＊

政策推進課 ７月７日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

行政経営課 同 上 同 上

資金前渡について統計課 同 上

家計調査記入者報償金について、前渡資金の一部

に精算手続きの遅延が見受けられた。また、精算が

完了していない者に対し、重ねて資金の前渡を行っ

ていた。今後は奈良県会計規則に基づき適正に処理

すべきである。 （注意事項）

防災統括室 ７月５日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

消防救急課 同 上 同 上

安全・安心まち 同 上 同 上

づくり推進課

郵便切手等交付簿の記載について総 務 部 総務課 ７月２９日

郵便ハガキを１，７９０枚購入しているが、郵便

切手等交付簿への記載がされていなかった。

、 、今後は 奈良県会計規則第７８条の規定に基づき

郵便切手等交付簿へ郵便ハガキの使用状況について

適正に記載する等適切な管理に努めるべきである。

（注意事項）

現金出納簿の記載について

委員の費用弁償及び研修会の会場使用料の資金前

渡について、前回指導しているにもかかわらず、現

金出納簿に受払を記載していなかった。



、 、今後は 奈良県会計規則第８０条の規定に基づき

資金前渡を受けた職員は現金出納簿に必要な事項を

適正に記載するべきである。 （注意事項）

委託契約の発注方法について

総務部の委託契約については、一般競争入札や総

合評価による一般競争入札なども採用されている

が、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

（その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

） 。るとき に基づく一者による随意契約が散見された

契約については、競争性・透明性・公平性の確保

を図る観点から、原則的には、業務内容を精査した

うえ可能な限り競争入札することが求められる。そ

の性質上随意契約で実施する場合であっても、プロ

ポーザル方式等により競争性を高めることを検討す

る必要がある。

、 、また 契約に参加する請負業者の選定については

一定金額を超えるものは建設工事と同様に指名審査

会に諮るなど総務部として統一的な運用を図り、透

明性・公平性の一層の確保に努められたい。

（意見）

人事課 ７月２９日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

総務厚生センタ 同 上 同 上

ー

財政課 同 上 同 上

税務課 同 上 同 上

個人住民税滞納 同 上 同 上

整理室

建物の登記について管財課 同 上

県が所有する建物について、未登記の物件が散見

された。登記は権利の保全を図るとともに取引の安

全に資するものであるので、県有資産の保全の観点

から適正に処理されるよう関係課、所属を指導され

たい。 （意見）

情報システム課 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

地 域 振 興 部 企画管理室 ７月１５日 同 上

債権にかかる財産調書について市町村振興課 同 上

平成２１年度に貸し付けを行った「市町村財政健

全化貸付金」について、奈良県会計規則により決算

に際し会計管理者へ報告することと規定されている

財産調書への記載漏れが認められた。

今後、債権等財産の管理については、奈良県会計

規則及び関係通知に基づき適正な事務の執行に努め

られたい。 （指摘事項）

南部振興課（旧 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

南部振興対策室 に処理されていると認められた。

分）

地域政策課（旧 同 上 同 上

地域づくり支援

課と旧資源調整

課分）

文化・教育課（ 同 上 同 上

旧文化課分）



委託契約の履行確認について東アジア連携課 ７月１５日

（旧平城遷都13 平成２２年度に編集・制作を委託し作成した冊子

00年記念事業推 「平城京レポート」について、当該所属による検収

進局分） 確認後に誤記が多数判明する事態が生じていた。

委託契約にあたっては、地方自治法等により契約

の適正な履行を確保するため必要な監督又は検査を

することとなっているが、相当数の誤植、記載誤り

があったことは、この検査が不十分であったと言わ

ざるを得ない。今後、委託契約の履行確認にあたっ

ては、厳正かつ慎重に行われることを望む。

（意見）

観 光 局 ならの魅力創造 ５月１６日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

（旧文化観光局 課（旧観光振興 に処理されていると認められた。

） 課分を含む）

行政財産使用料の調定誤りについて国際観光課（旧 同 上

ＡＰＥＣ開催推 行政財産使用料について、使用料の額を誤認した

進室分を含む） ため、平成２１年度調定分７５３円、平成２２年度

調定分５３０円の過徴収が認められた。適正に処理

、 。するとともに 今後の事務処理に留意すべきである

（注意事項）

健 康 福 祉 部 企画管理室 ６月６日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

地域福祉課 同 上 同 上

監査指導室 同 上 同 上

障害福祉課 同 上 同 上

普通財産使用料の調定について長寿社会課 同 上

平成２２年度の普通財産使用料について、前年度

に引き続き、調定時期の遅延及び調定日の遡及が認

められた。今後は、公有財産規則に基づき年度当初

の調定・納期限を徹底すべきである （指摘事項）。

支出にかかる事務処理について保険指導課 同 上

平成２１年度の役務費にかかる前渡資金の支出に

おいて、公共料金用資金前渡口座に支出すべきとこ

ろを、公共料金以外の資金前渡口座に支出したこと

による当該前渡資金の二重支出が通帳の残高から判

明したため、平成２２年６月に返納され、過年度収

納となっていた。このことは、支払時における債権

者口座の確認と内部のチェックが不十分であったこ

とによるものであり、今後は、内部のチェック体制

の整備を図り、適正な事務処理に努められたい。

（注意事項）

健康づくり推進 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

課 に処理されていると認められた。

児童措置費負担金の未収金についてこども・女性局 こども家庭課（ 同 上

（旧こども家庭 旧少子化対策室 児童措置費負担金において未収金の増加が認めら

局） を含む） れた。

新たな滞納の発生防止及び文書・電話による督

促、訪問指導等による未収金の回収に努められてい

るが、今後も一層収納の促進に努められたい。

（注意事項）

母子・寡婦福祉資金貸付金における償還未済金につ

いて

母子・寡婦福祉資金貸付金の償還金において、償

還未済金の増加が認められた。



新たな償還未済金の発生防止及び文書・電話によ

る督促、訪問指導、支払督促の申立を行うなど回収

に努められているが、今後も一層収納の促進に努め

られたい。 （注意事項）

補助金の執行について

平成２１年度の補助事業において、補助金交付要

綱を作成せずに執行しているものが認められた。補

助金の交付にあたっては、交付の申請、決定等に関

する事項、その他予算の執行に関し必要な事項等に

、 。ついて交付要綱を作成し 適正に執行すべきである

（注意事項）＊

女性支援課（旧 ６月６日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

くらし創造部男 に処理されていると認められた。

女共同参画課分

）

医 療 政 策 部 企画管理室 ７月１９日 同 上

地域医療連携課 同 上 同 上

医師・看護師確 同 上 同 上

保対策室

医療管理課 同 上 同 上

新奈良病院建設 同 上 同 上

室

未熟児養育医療費負担金の未収金について保健予防課 同 上

未熟児養育医療費負担金において未収金の増加が

認められた。文書による督促や訪問徴収を行う等、

未収金の回収に努力されているが、今後も一層収納

の促進に努められたい。 （注意事項）

委員報酬の予算令達の誤りについて

郡山保健所及び桜井保健所の感染症診査協議会の

委員報酬の支給において、平成２１年度分及び平成

２２年度分で過渡しが認められた。これは保健予防

課において、当該保健所へ変更前の額で予算令達を

していたことがこの誤りの一因となっていたことが

認められた。このことは事務処理をするにあたり内

部のチェックが不十分であったことから起きたもの

、 、であるため 今後は内部チェック体制の整備を図り

（注意事項）適正な事務処理に努められたい。

郵便切手の現物配付について

医療機関等への文書送付について、保健所（かい

）に対して切手を現物で支給し、かいに文書送付を

依頼している事例が認められた。かいが必要とする

経費については、通常「令達」という手続きが原則

とされていることから、今後は事務処理のあり方に

ついて検討されたい。 （意見）

薬務課 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

くらし創造部 企画管理室 ６月８日 同 上

協働推進課 同 上 同 上

青少年・生涯学 同 上 同 上

習課

スポーツ振興課 同 上 同 上

人権施策課 同 上 同 上

市町村消費者行政活性化交付金について消費・生活安全 同 上

課 平成２２年度市町村消費者行政活性化交付金にお



いて、交付申請から交付決定まで最長１１ヶ月要し

ていたものが見受けられた。

今後は適時に交付決定されるよう検討されたい。

（意見）

景観・環境局 環境政策課 ６月３日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

廃棄物対策課 同 上 同 上

風致景観課 同 上 同 上

自然環境課 同 上 同 上

公用車使用中における事故について産業・雇用振興 企画管理室 ６月１３日

部 企業立地推進課において、公用車使用中の事故が

認められた。部内の各所属に対し、公用車の使用に

あたっては、安全運転の徹底を図るとともに、車両

の適切な管理に努めるよう十分に指導されたい。

（意見）

貸付金の償還未済金について地域産業課（旧 同 上

商工課） 中小企業高度化資金貸付金、中小企業店舗高度化

資金貸付金、小規模企業者等設備導入資金貸付金、

繊維構造改善事業貸付金において、償還未済金が認

められた。各貸付金については、一層の厳正な審査

の実施を図るなど、新たな未収金の発生防止に努め

るとともに、制度の趣旨に添って厳正な指導と対応

を行い、債権の保全及び回収に努めることにより、

未収金の減少に一層取り組まれたい。

特に中小企業高度化資金貸付金にあっては、その

貸付総額に占める割合も極めて高いことから、より

厳格な債権管理等の徹底に努められたい。

なお、ヤマトハイミール食品協業組合にかかる債

権については、今後ともさらなる債権回収に向けて

努力されたい。 （意見）

奈良県営競輪事業費特別会計の財政運営について

奈良県営競輪事業費特別会計については、近年全

国的に公営競技の低迷が続く中、平成２１年度にお

いて収支不足により２，５１８万円の繰上充用がな

されたところ。平成２２年度においても１３，４４

９万円の赤字を計上し、２年連続の繰上充用となっ

。 、 、た 繰上充用は 会計年度独立の原則の例外であり

非常手段として認識されている。よって同特別会計

の健全な財政運営の観点から、本特別会計における

諸課題について検討され、適切に対策が講じられる

ことが望まれる。 （意見）

商業振興課 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

委託業務に係る内部チェック体制の整備について工業振興課（旧 同 上

産業支援課） 平成２１年度に実施した事業委託業務において、

委託先事業者の人件費において他団体の委託業務に

おける人件費と重複請求していたことが判明したこ

とから、平成２２年度において委託料の一部返還手

続きを行っていた。

この事業は 「ふるさと雇用再生特別対策事業 （、 」

一者随意契約）として実施しており、新規に雇用し

て実施することが事業実施の要件となっている。

今後このような委託事業を実施する場合、委託事

業の実施状況の確認や委託先事業者から提出される



実績報告書による確認につき今後一層慎重な対応に

努めるべきである。 （意見）

企業立地推進課 ６月１３日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

雇用労政課 同 上 同 上

公用車使用中における事故について農 林 部 企画管理室 ６月２０日

南部農林振興事務所及び農業総合センターにおい

て、公用車使用中の事故が認められた。

部内各課に対し、公用車の使用にあたっては、安

全運転の徹底を図るとともに、車両の適切な管理に

努めるよう十分に指導されたい。 （意見）

マーケティング 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

課 に処理されていると認められた。

農業水産振興課 ６月１６日 同 上

農業経済課（旧 ６月２０日 同 上

農業経営課分）

畜産課 ６月１６日 同 上

畜産流通振興室 同 上 同 上

地域農政課（旧 ６月２０日 同 上

担い手・農地活

用対策課分）

国営総合農地開発事業費分担金の未収について農村振興課（旧 同 上

耕地課） 国営総合農地開発事業費分担金について、平成

２１年度に引き続き未収金の増加が認められた。

未収金の解消を図るため、有効な収納対策を講じ

るべきである。 （指摘事項）

林業振興課（旧 ６月１６日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

林政課） に処理されていると認められた。

証紙の消込みについて森林整備課 同 上

試験手数料の平成２２年６月２７日受理延べ７１

名分の申請書貼付証紙について消印が押されていな

かった。

証紙収納にあっては、奈良県収入証紙条例施行規

則第４条２項に「申請書等の提出があったときは、

当該申請書等を受理した職員は、証紙の真否及び証

紙の額面を調査の上、当該申請書の紙面と証紙の彩

紋とにかけて消印を押すものとする 」と定められ。

ている。

適正に処理するとともに、今後は、適正に処理さ

れるよう複数の職員によるチェック体制を講ずるべ

きである。 （注意事項）

全国育樹祭推進 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

室（旧全国育樹 に処理されていると認められた。

祭開催準備室）

公用車使用中における事故について土 木 部 企画管理室 ７月１３日

五條土木事務所及び流域下水道センターにおい

て、公用車使用中の事故が認められた。

部局内各課室及び出先機関に対し、公用車の使用

にあたっては、安全運転の徹底を図るとともに、車

両の適切な管理に努めるよう十分に指導されたい。

（意見）

公共工事契約課 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

用地対策課 ７月１１日 同 上



技術管理課 ７月１１日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

建設業指導室 同 上 同 上

道路・交通環境 同 上 同 上

課

道路建設課 同 上 同 上

雪寒対策業務委託について道路管理課 ７月１３日

冬季の道路交通確保のため、各土木事務所におい

ては融雪剤散布等の雪寒対策業務を委託していると

ころであるが、委託料の積算にあたり、散布方法に

かかる標準単価の適用について、土木事務所間で取

扱の不統一が認められた。

各土木事務所の雪寒対策については、公平性の観

点から統一的な運用を行うべきであるが、このよう

な事態が生じていることは、委託業者の不公平感を

招くこととなり、今後の業務履行にあたり少なから

ず影響を与えることとなる。

今後、当該委託内容の適切な運用を検討のうえ、

各土木事務所にその統一的な運用を行うとともに、

関係業者への周知徹底に努めるよう指導すべきであ

る。 （意見）

河川課 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

砂防関係事業費負担金にかかる未収金について砂防課 同 上

砂防関係事業費にかかる市町村負担金について、

一部の土木事務所が行った関係市への誤った説明等

から、平成２１年度において約１７７万円の未収金

が発生していた。

当該未収金は平成２２年度に過年度収入されてい

たが、今後、本課（砂防課）と土木事務所は有機的

な連絡調整を図り、確実な事務の執行に努められた

い。 （注意事項）

まちづくり推進 地域デザイン推 ７月２７日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

局 進課 に処理されていると認められた。

都市計画室 同 上 同 上

費用弁償の支給誤りについて公園緑地課（旧 同 上

緑化フェア推進 委員会の外部委員に対する費用弁償について、額

室を含む） の伺定で日当を支給しないとしていたにもかかわら

ず誤って支給し、３件、６，０００円の過払いとな

っているものが認められた。適正に処理するととも

に、今後の支給事務に留意すべきである。

（注意事項）

指定管理業務における事業評価について

浄化センター公園については、指定管理者制度を

導入し管理運営されているところであるが、指定管

理者から提出のあった平成２１年度事業実績報告書

に対し、所管課としての事業評価を行っていなかっ

た。

指定管理者制度は、民間事業者等が有するノウハ

ウを活用して施設の設置目的を効果的・効率的に達

成するため設けられた制度であり、事業者の事業実

績報告を検証し、評価を行っていくことは、この制

度の趣旨に則り施設の運営管理が適切に履行されて

いるかを確認するのに大変重要なことである。



今後、指定管理者の事業報告に対して的確に評価

を行い、その評価結果を指定管理者に通知すること

により、施設の運営改善及び有効的な管理運営に努

められたい。 （注意事項）

物品購入における事務処理について下水道課 ７月２７日

物品の購入において、物品購入伺書を作成してい

ないものが認められた。

物品購入に際しては物品購入伺書により決裁をと

り、物品購入システムへの入力及び登録による適正

な事務処理を行うべきである。 （指摘事項）

備品の保管管理について住宅課 同 上

、 、備品の購入に際し 備品現在簿への登載を行わず

また、保管転換手続において保管転換調書を作成し

ていないものが認められた。

今後は、奈良県会計規則にしたがい、備品現在簿

には必要な事項をその都度記載し、保管転換しよう

とするときは保管転換調書を作成し適切な手続を行

うべきである。 （注意事項）

県営住宅使用料等の未収金について

県営住宅使用料については、従来から法的措置の

執行や債権回収の民間委託など種々収納対策に努め

られ、平成２２年度においては未収額は減少に転じ

たところであるが、明渡請求後の住宅損害金及び入

居者負担修繕費においては依然増加傾向にある。

引き続き、新たな未収金発生の防止を図るととも

に、未収金の収納促進に努められたい。 （意見）

耐震化支援補助事業の効果的な実施について建築課 同 上

地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図る

ため、既存建築物の耐震化促進に向け、耐震化支援

の補助制度を設け各種事業を実施しているところで

あるが、従前から当該補助事業の利用実績が低調で

あり、平成２２年度においても依然低い状況にあっ

た。

震災対策が喫緊の課題となっている今 「県民の、

生命・財産を守る」観点から当該補助事業の実施は

より重要性を増しており、今後実施方法や広報等に

ついて関係機関と連携し、耐震化率向上に向け一層

効果的な事業の実施を望む。 （意見）

県有施設の施工不良について営繕課 同 上

県有施設の耐震改修工事等において、過去に行っ

た工事の施工不良が複数判明し、このため補修等の

追加工事が発生する等、施設の利用に支障が生じて

いるところである。

本件は県民の安全に関わる重大な事案であること

から、今後、発注工事の施工管理については監督・

検査の徹底に努めるとともに、工事請負業者及び監

理業務請負業者への指導、監督を一層厳格に行われ

たい。 （意見）

庁舎の機械警備業務委託に係る随意契約取扱基準に会 計 局 会計局 ８月２日

ついて

庁舎の機械警備業務委託については、業者を変更

すると高額な機器設置経費や機器撤去経費が必要と

なることから、現行の機器設置業者と随意契約によ

り締結している。



今般、当局において機械警備業務を委託している

出先機関を調査したところ、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号、第６号及び第７号を随

意契約理由として契約を締結している。また、近畿

府県においても適用条号に差異がある状況となって

いる。

貴局においては、随意契約取扱基準を策定され指

導されているところであるが、統一的な運用がなさ

れるよう検討されたい。 （意見）

非日常時における公金の支出について

東日本大震災に係る緊急出張において、必要な経

費の支弁を事前に受けることなく出張し、現地にお

いてガソリン代や公用車の部品の交換が必要となる

事例が認められた。

立替払については、昭和４３年７月３日付け出第

１０８号出納長通知により認められないとされ、支

出が必要な場合は資金前渡の方法によるとされてい

る。

しかし今回の場合は、緊急に日曜日に出張命令が

発せられ資金前渡する暇がなく出張したものであ

る。このような出張にかかる経費を公費で支弁でき

ないのは不合理であると思料され、また、今後もこ

のような事態が発生することも考えられるので、非

日常時における公金の支出について、実態に即した

運用の是非について検討されたい。 （意見）

長期継続契約について

長期継続契約を締結しようとする場合 「奈良県、

長期継続契約を締結することができる契約を定める

条例 （以下「条例」という ）及び条例施行規則で」 。

定められた長期継続契約を締結することができる契

約の例の範囲で契約事務を行っている。

今般、防災行政無線に係る「中継所自家用電気工

作物等保安管理業務委託」や阪奈道路における「交

通管理委託業務」について、条例施行規則に定めら

れた長期継続契約を締結することができる契約に該

当しないため、繁雑な契約事務を行っているのが認

められた。条例第４号イ「役務の提供を受ける契約

で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの」に

準ずると考えられる契約の事例は他にもあると思料

されることから、真に長期継続契約に馴染まない契

約であるのかどうか事例を調査され、必要以上に契

約事務が繁雑とならないよう検討されたい。

（意見）

減価償却額の算定誤りについて水 道 局 水道局 ７月１９日

固定資産の管理において、構築物の減価償却額に

算定誤りが認められた。

適正に処理するとともに、今後の事務処理にあた

っては誤りが起こらないようチェック体制を検討す

べきである。 （注意事項）

議 会 事 務 局 議会事務局 ７月２５日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

教 育 委 員 会 企画管理室 ８月９日 同 上

福利課 同 上 同 上

奨学資金貸付金の償還未済について学校支援課 ８月２日



新規の貸付が終了している高校奨学資金貸付金、

大学奨学資金貸付金及び高等学校全日制課程等修学

奨励金については、返還相談会の開催や支払督促等

の法的処置を実施するとともに、回収困難な債権に

ついては民間に委託するなど未収金の回収に努めら

れているところであるが、償還未済額の増加が認め

、 。られたので 今後も一層収納の促進に努められたい

また、上記の３奨学資金等に代わり、創設された

修学支援奨学金及び育成奨学金についても、償還未

済額の増加が認められたので、当該貸付金について

も、今後も一層収納の促進に努められたい。

（注意事項）

教職員課 ８月９日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

学校教育課（旧 同 上 同 上

特別支援教育企

画室を含む）

人権・社会教育 ８月２日 同 上

課

補助金の交付要綱について保健体育課 ８月９日

全国高校総合体育大会開会式服装費補助金及び中

学校体育大会参加補助金の交付要綱において、交付

申請書に事業実施報告書等を添付することとしてお

、 。り 交付申請の時期が適切でないことが認められた

奈良県補助金等交付規則に基づき適切に定めると

ともに、適正な補助金の執行をすべきである。

（指摘事項）

支出科目について

表彰に伴う副賞の購入において、不適正な支出科

目による支出が認められた。今後は適正な科目で支

出すべきである。 （注意事項）

工事にかかる契約金額の変更について

工事における設計変更については、現場状況等を

勘案し適切に執行されていたが、当初契約額の３０

％を超える変更契約を行っている工事が見受けられ

た。

契約額の変更にあたって、土木部においては変更

に関する事務の適正化を図るため 「 土木事業の設、

計変更に関する取り扱いについて」を改訂されたと

ころであり、貴課においても当初契約と大きく乖離

する設計変更となる場合は、契約変更の透明性・公

正性の確保の観点から慎重な対応に努められたい。

（意見）

委託契約について文化財保存課 ８月２日

搬送委託事業について、業務は完了していたが必

要な会計事務手続きがなされておらず、委託契約も

締結していなかった。業務を委託する場合は事前に

必要な会計事務手続きを経たうえ契約を締結し、契

約に基づいた業務を執行すべきである。

（指摘事項）

文化財保存事務 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

所 に処理されていると認められた。

教育研究所 ６月１日 同 上

行 政 委 員 会 人事委員会事務 ２月２日 同 上



局

監査委員事務局 ７月２５日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

労働委員会事務 ２月２日 同 上

局

公用車使用中における事故について公 安 委 員 会 警察本部 ７月２７日

運転免許課において、路上試験中の大型バスによ

る事故の発生が認められた。過失の割合が高く、損

害額も多額である。

また、警察本部及び警察署においても、公用車使

用中の事故が認められた。事故件数が大幅に増加し

ており、事故内容についても通常走行中での追突事

故や乗車時の不注意による事故もあったため、警察

本部各課及び各警察署に対し、自動車事故防止に向

けて職員への安全運転意識の徹底を図り、公用車の

使用にあたっては、安全運転の徹底を図るとともに

車両の適切な管理に努めるよう十分に指導された

い。 （指摘事項）

放置違反金の未収金について

自動車の放置違反金において未収金の増加が認め

られた。

文書、電話等による督促、訪問による未収金の回

収に努められているが、今後も一層収納の促進に努

められたい。 （注意事項）



イ．出先機関

部 局 名 所 属 名 実施年月日 監 査 結 果

総 務 部 自治研修所 ３月７日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

地 域 振 興 部 県立大学 １月２８日 同 上

民俗博物館（旧 ５月１２日 同 上

文化観光局）

文化会館 ５月３１日 同 上

生活保護費返還金の未収金について健 康 福 祉 部 中和福祉事務所 ５月１０日

生活保護費返還金において未収金の増加が認めら

れた。

受給者に対する生活保護制度の説明や指導を行

い、返還金の発生防止に努めるとともに、督促状の

送付や電話督促、訪問指導等により未収金の回収に

努力されているが、今後も一層、未収金の収納促進

に努めるべきである。 （指摘事項）

視覚障害者福祉 同 上 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

センター に処理されていると認められた。

こども・女性局 高田こども家庭 ３月１４日 同 上

（旧こども家庭 相談センター

局） 精華学院 ４月２０日 同 上

委員報酬の支給誤りについて医 療 政 策 部 桜井保健所 ４月１８日

感染症診査協議会の委員報酬の支給において事務

、 、処理を誤ったため 平成２１年度分３件計８８０円

平成２２年度分３件計１，６００円の過渡しが認め

られた。平成２１年度分は過年度の支出となり決算

済みとなるため、平成２２年度歳入の雑入において

の受入となる。今後は適正な支給事務に留意すべき

である。

また、当該予算事業の所管課である保健予防課に

おいて、桜井保健所へ変更前の額で予算令達をして

いたこともこの一因となっている。今後は適正に事

務の執行をされたい。 （注意事項）

保健環境研究セ ６月１５日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

ンター に処理されていると認められた。

現金出納簿について奈良病院 ７月２１日

企業出納員が備え、現金の受払を記帳する現金出

納簿が作成されていなかった。

今後は、奈良県病院事業会計規則に基づき適正に

処理されたい。

なお、総勘定元帳等、他の会計帳簿により、現金

の受払が正確に把握されていることについては確認

できた。 （指摘事項）

通勤手当の支給について

前年度に引き続き、通勤手当の支給において事務

処理を誤ったため、１件、２０，０００円の過払い

が認められた。

適正に処理するとともに、今後の認定事務に留意

すべきである。 （指摘事項）

自動販売機にかかる行政財産使用許可について

自動販売機に併設されているゴミ箱について実際

には行政財産を占有しているにもかかわらず、申請

者より行政財産の使用許可申請が提出されず、使用

許可、使用料の徴収が行われていないことが認めら



れた。実態に即して、許可申請が行われた上で、使

用料の徴収をすべきである。 （注意事項）

医療用器械備品の取得時期について

医療用器械備品の取得時期が年度末に集中してい

ることが認められた。最新の医療機器を導入して活

用することは、疾病の的確な診断及び治療において

重要なことであり、患者サービスの向上にもつなが

ることから、今後は、計画的・効果的な予算執行に

努め、適切な時期に医療機器を取得されるよう検討

されたい。 （意見）

工事にかかる業者選定について

工事請負契約において、特定の業者からの見積徴

収による随意契約が散見された。工事請負にかかる

業者の選定にあたっては、業者選定審査会を開催す

るなど、業者選定の競争性、公平性、透明性の確保

に努められたい。 （意見）

たな卸資産の管理について

奈良県病院事業会計規則において、たな卸資産の

受入れ及び払出しについては、貯蔵品出納簿に記帳

しなければならないとされているが、病院は薬剤等

たな卸資産の払い出しについて、帳簿等への記帳を

行っていなかった。

本来、たな卸資産については、帳簿上の有高（帳

簿たな卸高）と事実上の有高（実地たな卸高）を比

較し、その差異の原因を究明し、適正な管理を行う

ことが必要である。今後、帳簿たな卸高が把握でき

るシステム等について検討されたい。 （意見）

現金出納簿について三室病院 ７月２１日

企業出納員が備え、現金の受払を記帳する現金出

納簿が作成されていなかった。

今後は、奈良県病院事業会計規則に基づき適正に

処理されたい。

なお、総勘定元帳等、他の会計帳簿により、現金

の受払が正確に把握されていることについては確認

できた。 （指摘事項）

医業収入の未収金について

医業収入において、個人未収金の増加が認められ

た。

回収に向けて努力されているが、今後一層収納の

促進に努めるべきである。

また、平成２０年度に発覚した入院の診療報酬請

求漏れにかかる診療費の回収についても、速やかに

収納されたい。 （指摘事項）

通勤手当の支給について

前年度に引き続き、通勤手当の支給において事務

処理を誤ったため、１件、３６，７８４円の支給不

足が認められた。

適正に処理するとともに、今後の認定事務に留意

すべきである。 （指摘事項）

自動販売機にかかる行政財産使用許可について

自動販売機に併設されているゴミ箱について実際

には行政財産を占有しているにもかかわらず、申請

者より行政財産の使用許可申請が提出されず、使用

許可、使用料の徴収が行われていないことが認めら



れた。実態に即して、許可申請が行われた上で、使

用料の徴収をすべきである。 （注意事項）

診療報酬請求書（レセプト）管理の適正化について

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体

連合会等へ未請求となっている診療報酬請求書（以

下「レセプト」という ）のうち、約１年前の診療。

月にかかるレセプトが数件保留のまま残っていた。

今後は病院内で一層連携を図り、保留レセプトの長

期滞留を少なくし速やかな請求に努め、未収金ひい

ては一時借入金の縮減を図られたい。

また、両団体から返戻のあったレセプトのうち、

再請求状況が不明のレセプトが認められた。その後

の再請求等の経過処理が台帳等により管理されてい

ないため、今後適切な管理に努められたい。

レセプトの管理について、レセプトを請求できる

期間に制限あることを十分認識したうえで、病院と

して請求状況を十分把握し医事委託業者に対して適

時に適切な指導を行われたい。 （意見）

工事区域内の随意契約について

改修工事において、工事区域内との理由で同一業

者との随意契約が散見された。工事区域内の随意契

約については、透明性・公平性・競争性の確保の観

点から業者選定等、慎重に対応されたい （意見）。

たな卸資産の管理について

奈良県病院事業会計規則において、たな卸資産の

受入れ及び払出しについては、貯蔵品出納簿に記帳

しなければならないとされているが、病院は薬剤等

たな卸資産の払い出しについて、帳簿等への記帳を

行っていなかった。

本来、たな卸資産については、帳簿上の有高（帳

簿たな卸高）と事実上の有高（実地たな卸高）を比

較し、その差異の原因を究明し、適正な管理を行う

ことが必要である。今後、帳簿たな卸高が把握でき

るシステム等について検討されたい。 （意見）

現金出納簿について五條病院 ７月２１日

企業出納員が備え、現金の受払を記帳する現金出

納簿が作成されていなかった。

今後は、奈良県病院事業会計規則に基づき適正に

処理されたい。

なお、総勘定元帳等、他の会計帳簿により、現金

の受払が正確に把握されていることについては確認

できた。 （指摘事項）

医業収入の未収金について

医業収入において、個人未収金の増加が認められ

た。

回収に向けて努力されているが、今後一層収納の

促進に努めるべきである。 （注意事項）

通勤手当の支給について

通勤手当の支給において事務処理を誤ったため、

１件、４０９，２００円の過払いが認められた。

適正に処理するとともに、今後の認定事務に留意

すべきである。 （注意事項）

自動販売機にかかる行政財産使用許可について

自動販売機に併設されているゴミ箱について実際



には行政財産を占有しているにもかかわらず、申請

者より行政財産の使用許可申請が提出されず、使用

許可、使用料の徴収が行われていないことが認めら

れた。実態に即して、許可申請が行われた上で、使

用料の徴収をすべきである。 （注意事項）

医療用器械備品の取得時期について

医療用器械備品の取得時期が年度末に集中してい

ることが認められた。最新の医療機器を導入して活

用することは、疾病の的確な診断及び治療において

重要なことであり、患者サービスの向上にもつなが

ることから、今後は、計画的・効果的な予算執行に

努め、適切な時期に医療機器を取得されるよう検討

されたい。 （意見）

診療報酬請求書（レセプト）管理の適正化について

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体

連合会等へ未請求となっている診療報酬請求書（以

下「レセプト」という ）のうち、平成２０年診療。

月のレセプトが２件保留のまま残っていた。また、

両団体から平成１９、２０年に返戻され、再請求し

ていないレセプトが２件認められた。今後は、保留

レセプト（返戻分含む）の長期滞留を少なくし速や

かな請求を行い、収入の確保に努められたい。

また、レセプトの管理について、レセプトを請求

できる期間に制限あることを十分認識したうえで、

医事委託業者に対して適時に適切な指導を行われた

い。 （意見）

工事にかかる業者選定について

工事請負契約において、特定の業者からの見積徴

収による随意契約が散見された。工事請負にかかる

業者の選定にあたっては、業者選定審査会を開催す

るなど、業者選定の競争性、公平性、透明性の確保

に努められたい。 （意見）

たな卸資産の管理について

奈良県病院事業会計規則において、たな卸資産の

受入れ及び払出しについては、貯蔵品出納簿に記帳

しなければならないとされているが、病院は薬剤等

たな卸資産の払い出しについて、帳簿等への記帳を

行っていなかった。

本来、たな卸資産については、帳簿上の有高（帳

簿たな卸高）と事実上の有高（実地たな卸高）を比

較し、その差異の原因を究明し、適正な管理を行う

ことが必要である。今後、帳簿たな卸高が把握でき

るシステム等について検討されたい。 （意見）

薬事研究センタ ３月１４日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

ー に処理されていると認められた。

くらし創造部 橿原公苑 ４月１８日 同 上

食品衛生検査所 ６月１日 同 上

産業・雇用振興 競輪場 ６月１５日 同 上

部 工業技術センタ ３月１０日 同 上

ー

釣り銭にかかる貸付金の事務処理について産業会館 ５月１０日

産業会館の貸館使用料即納時の釣り銭にかかる貸

、 。付金について 資金前渡により支出処理されていた

奈良県会計規則第２８条第２項に定める資金前渡可



能な経費に含まれていない。今後、貸付金の執行に

あたっては、奈良県会計規則に基づき、適正な事務

の執行に努めるべきである。 （注意事項）

奈良しごとｉセ １月２５日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

ンター に処理されていると認められた。

農 林 部 中央卸売市場 ５月１２日 同 上

農業総合センタ ２月１７日 同 上

ー

うだ・アニマル ２月１６日 同 上

パーク

森林技術センター使用料の調定について森林技術センタ ２月７日

ー 森林技術センターにおける自動販売機設置敷地の

使用料７，６８６円について、歳入の調定及び納入

の通知が遅延していた。

使用料が年額である場合は、奈良県行政財産使用

料条例施行規則に基づき年度当初に調定をするべき

である。 （注意事項）

土 木 部 ヘリポート管理 １月２８日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

事務所 に処理されていると認められた。

まちづくり推進 ＪＲ奈良駅連続 ６月１５日 同 上

局 立体・街路事務

所

物品購入における事務処理について奈良公園管理事 ４月２５日

務所 物品の購入において、物品購入伺書、物品検査書

を作成していないものが認められた。

物品購入に際しては物品購入伺書等により決裁を

とり、納品確認に際しては物品検査書を作成し適切

に検収を行うなど、適正な事務処理を行うべきであ

る。 （指摘事項）

現金即納における会計処理について

現金収納した奈良公園施設使用料について、規定

の納付書兼領収証書綴による会計処理を行わなかっ

たため、分任出納員から歳入徴収者（執行機関）へ

の領収済通知書が送付されず、領収原符が保管され

ていないものが認められた。

今後現金即納については、会計規則及び関係通知

に基づき、適正な会計処理の徹底に努めるべきであ

る。 （注意事項）

印刷経費における事務処理について

印刷物作成にあたり、物品購入システムへの登録

及び入力による物品購入事務が行われていなかっ

た。

物品購入システムは、事務の正確性・迅速化・透

明性等を目的に平成２１年度から導入されており、

不適正経理の再発防止策の一つとされており、前回

監査においても不十分な運用が認められていたこと

から、今後は適正な運用の徹底を図るべきである。

（注意事項）

流域下水道セン ５月１２日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

ター に処理されていると認められた。

印刷製本発注における会計書類の作成について教 育 委 員 会 橿原考古学研究 ６月１日

所 印刷製本発注において、物品購入伺書を作成して

おらず、また、納品については納品書と現物による

確認は行っていたが、検査書及び物品検収調書を作



成していないものが認められた。

、 、印刷製本においても 物品購入システムに入力し

物品購入伺書、物品検査書、物品管理台帳等を作成

、 。することにより 適正に執行管理を行うべきである

（指摘事項）

備品の管理について

備品の廃棄について、備品廃棄の伺いがされてお

らず、また物品処分調書が作成されていないものが

認められた。また、保管転換等を受けた備品につい

て、備品現在簿に登載されていないものが認められ

た。

適正に処理するとともに、今後は会計規則に基づ

き、適正な備品管理を行うべきである。

（指摘事項）

測量業務委託の設計について

測量業務委託の設計書作成において、レーザー測

量単価の入力ミスにより、設計金額の算出を誤って

いるものが認められた。これは、設計書作成時にお

ける確認と内部のチェックが不十分であったことに

よるものであり、今後は、内部のチェック体制の整

備を図り、適正な設計書作成に努めるべきである。

また、測量関係の積算単価の根拠については、５

年前に作業項目毎の見積書を徴収した時の最低価格

を、現在も採用しているが、今後は、経年による物

価変動等を考慮し、毎年度、適正な積算単価を用い

て算出すべきである。

なお、請負金額については、正規の設計金額の範

囲内で契約を締結していた。 （指摘事項）

委託業務の発注について

科学分析にかかる７件の業務委託において、奈良

県契約規則第１６条に定められた価格を超えて、地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による

随意契約を行っているものが認められた。委託業務

の発注にあたっては、奈良県契約規則に基づき、適

正に執行すべきである。 （指摘事項）

行政財産使用許可の使用料について

自動販売機にかかる行政財産使用許可において、

使用許可面積の算出表が添付されておらず許可面積

、 ， 、に誤りがあり 平成２１年度において１ ３７２円

平成２２年度において１０，６５６円の使用料の徴

収不足が認められた。適正に処理するとともに、今

後の事務処理に留意すべきである。 （注意事項

工事及び委託にかかる業者選定について）

工事請負契約及び業務委託契約において、特定の

業者からの見積書徴収による随意契約が散見され

た。工事請負及び業務委託にかかる業者の選定にあ

たっては、業者選定審査会を設けるなど、業者選定

の競争性、公平性、透明性の確保に努められたい。

（意見）

大和中央高等学 ２月４日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

校 に処理されていると認められた。

生駒高等学校 ４月２８日 同 上

添上高等学校 ４月２０日 同 上

大宇陀高等学校 ２月１６日 同 上



印刷製本発注における会計書類の作成について榛生昇陽高等学 ２月１６日

校 平成２１年度の印刷製本発注において、物品購入

伺書を作成しておらず、また、納品については納品

書と現物による確認は行っていたが、検査書を作成

していなかった。

、 、印刷製本においても 物品購入システムに入力し

物品購入伺書、物品検査書、物品管理台帳等を作成

することにより、適正な管理を行うべきである。

（指摘事項）

盲学校 ２月４日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

ろう学校 同 上 同 上

支出にかかる事務処理について奈良養護学校 ３月１０日

平成２１年度の備品購入費の支出において、支払

先を間違って支出していたことが、納入業者からの

督促により判明したため、翌年度に返納を受けると

ともに、納入業者へ過年度支出されていた。このこ

とは、支払時における債権者の確認と内部のチェッ

、 、クが不十分であったことによるものであり 今後は

内部のチェック体制の整備を図り、適正な事務処理

に努められたい。 （指摘事項）

高等養護学校 ２月７日 財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に処理されていると認められた。

明日香養護学校 ２月１７日 同 上

大淀養護学校 ４月２２日 同 上

公 安 委 員 会 奈良警察署 ３月１０日 同 上

生駒警察署 ４月２８日 同 上

五條警察署 ４月２２日 同 上

中吉野警察署 同 上 同 上

＊印は、平成２３監査年度における重点項目

上記の内、野隆信監査委員は、文化・教育課（旧文化課分 、東アジア連携課（旧平城遷都1300）

年記念事業推進局分 、ならの魅力創造課（旧観光振興課分を含む 、国際観光課（旧ＡＰＥＣ開催推） ）

進室分を含む 、文化会館及び民俗博物館については、当該年度において文化観光局長の職であったた）

め、地方自治法第１９９条の２の規定により除斥。



第２ 工事監査

１ 監査の実施方針

施工中の工事を対象として、次の着眼点により技術面から、その施工が計画、設計

どおり適正に行われているかという観点を主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点

にも留意して実施した。

(ア) 工事の内容が適切か。

(イ) 設計・積算が法令・基準書に基づいて適正に、合理的・経済的に行われている

か。

(ウ) 工事現場が設計図、施工図どおり適正に行われているか。

２ 監査実施年月日

平成２３年８月８日

３ 監査対象工事

まちづくり推進局営繕課

（仮称）郡山総合庁舎改修工事（建築工事）

［工事概要］

設計額 691,687,500円（請負額 595,243,950円）

１ 庁舎 既設校舎棟（延床面積 8,161㎡）の改修、及び

ＥＶ・便所（障害者用）等の増築

２ 資材倉庫Ａ～Ｄ 既設格技場・部屋・倉庫の改修

３ 動物保管処理棟 新築

４ 体育館 既設体育館の改修

５ スロープ庇、バス停庇 新築

６ 外構 既設グランド部分を除く範囲の再整備一式

７ 不要となる渡り廊下 解体撤去

８ 駐輪場、倉庫等 改修等

（工期） 平成２２年１０月１日～平成２３年１１月３０日

４ 監査の結果

工事に関する事務等の執行については、概ね適正に処理されていた。



第３ 財政的援助団体等監査

１ 監査の実施方針

県が資本金（資本金等）の４分の１以上出資している法人について、出資目的に沿

、 、って適正に運営されているか 事業が目的に沿って適正かつ効果的に行われているか

県の補助金等交付団体について、補助金等の交付目的に沿って効率的、効果的に事業

が実施されているかなどについて実施した。

２ 監査実施団体の概要及び監査の結果

団体名 財団法人奈良県農業振興公社 実施年月日 平成２３年 ８月 ４日

（１）団体の目的

奈良県における農業の振興に資するため、農地保有の合理化を促進するととも

に、農業経営規模の拡大及び農業生産性の向上並びに青年等の就農促進に係る諸

事業を実施し、もって農業の近代化を推進することを目的とする。

（２）財務の状況

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在
（単位：円）

資 産 負 債 及 び 正 味 財 産

科 目 金 額 科 目 金 額

177,795,618 322,288,552流動資産 流動負債

72,807,999 315,140,582預金等 未払金

17,426,196 147,970未収金 預り金

2,462,658 7,000,000前払金 短期借入金

608,000 1,565,080,513貸付金 固定負債

91,629,341 1,525,433,135事業用地 長期借入金

△7,144,000 751,998事業用地損失引当金 預り金

5,424 38,895,380仮払金 引当金

1,984,463,558 1,887,369,065固定資産 負債合計

20,000,000 20,000,000基本財産 指定正味財産

1,949,167,067 254,890,111特定資産 一般正味財産

15,296,491 274,890,111その他の固定資産 正味財産合計

2,162,259,176 2,162,259,176合 計 合 計



収 支 計 算 書

自 平成22年4月 1日

(単位：円)至 平成23年3月31日

支 出 収 入

科 目 金 額 科 目 金 額

689,040,017 657,718,755事業活動支出 事業活動収入

11,763,866 112,000農地保有合理化事業費支出 基本財産運用収入

1,464,575 2,300,207強化拡充基金運用益支出 特定資産運用収入

8,794,513 4,547,875人件費等管理費支出 農地保有合理化事業収入

19,149,509 4,505,806就農支援事業費支出 合理化事業補助金等収入

1,173,619 639,377農地ﾘﾌﾚｯｼｭ事業費支出 就農支援事業収入

627,286,978 8,179,511農業振興支援事業費支出 就農支援事業補助金等収入

8,990,899 1,173,000ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ管理受託事業費支出 農地ﾘﾌﾚｯｼｭ事業補助金等収入

10,416,058 627,290,040一般管理費支出 農業振興支援事業収入

297,471,780 8,970,939投資活動支出 ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ管理受託事業収入

296,500,000 296,500,000基金返還支出 投資活動収入

971,780 296,500,000特定資産取得支出 受取補助金収入

589,446 0財務活動支出 財務活動収入

589,446借入金返済支出

987,101,243 954,218,755当期支出合計(ａ) 当期収入合計(ｂ)

△32,882,488 273,330,836当期収支差額(ｂ)－(ａ) 前期繰越収支差額

240,448,348 1,227,549,591次期繰越収支差額(ｃ)－(ａ) 収入合計(ｃ)

（３）県の財政的援助等の状況

ア 基本財産20,000,000円のうち9,000,000円（45.0％）を出捐

イ 県からの貸付金は、26,492,000円

ウ 当該法人の債務について損失補償を行っており、平成22年度末における補償

対象債務の残高は、1,505,941,135円

エ 平成22年度の補助金等は、次のとおりである。

合理化事業補助金 4,505,806円

就農対策事業補助金 8,179,511円

農地リフレッシュ事業補助金 1,173,000円

農業振興支援事業助成金 627,286,978円

（４）監査の結果

（指摘事項）平成２２年度決算における財務諸表等への計上誤りについて

平成２２年度決算において、前年度に引き続き財務諸表等への計上誤り（貸借

対照表の一般正味財産（うち特定資産への充当額）への記載漏れ、注記の財源内

訳誤り）が認められた。財務諸表等の作成にあたっては、公益法人会計基準及び

公社会計規程等に基づき適正に処理すべきである。



団体名 財団法人奈良県林業基金 実施年月日 平成２３年 ８月 ４日

（１）団体の目的

水源地域において、水源林造成事業及び分収林契約促進事業を実施することに

より、森林の水源かん養機能の高揚と林業労働者の就労機会の拡大を図るととも

に、将来の地域林業を担う基幹的林業労働後継者の育成確保を図り、もって、林

業及び山村の振興に資するほか、都市住民の理解と参加による森林整備と林業経

営改善を促進することを目的とする。

（２）財務の状況

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在
（単位：円）

資 産 負 債 及 び 正 味 財 産

科 目 金 額 科 目 金 額

151,980,514 151,980,514流動資産 流動負債

61,439,869 151,763,452現金預金 未払金

13,496,210 217,062後継者引当預金 未振替額からの 預り金

77,015,685 9,809,240,759未収金 固定負債

28,750 9,708,934,088貯蔵品 長期借入金

10,415,984,794 53,687,566固定資産 分収育林預り金

307,400,000 3,616,900基本財産 分収収益預り金

255,000,336 43,002,205特定資産 未払費用

9,853,584,458 9,961,221,273その他固定資産 負債合計

307,400,000指定正味財産

299,344,035一般正味財産

606,744,035正味財産合計

10,567,965,308 10,567,965,308合 計 合 計

収 支 計 算 書

自 平成22年4月 1日

(単位：円)至 平成23年3月31日

支 出 収 入

科 目 金 額 科 目 金 額

397,276,125 157,976,467事業活動支出 事業活動収入

356,157,461 4,845,039事業費支出 基本財産運用収入

40,593,103 2,193,700管理費支出 特定資産運用収入

525,561 147,181,934雑支出 補助金等収入

2,100,940 3,755,794投資活動支出 雑収入

1,083,700 24,680,150特定資産取得支出 投資活動収入

1,017,240 24,680,150固定資産取得支出 特定資産取崩収入

304,701 212,556,000財務活動支出 財務活動収入

304,701 212,556,000借入金返済支出 借入金収入

399,681,766 395,212,617当期支出合計(ａ) 当期収入合計(ｂ)

△4,469,149 4,469,149当期収支差額(ｂ)－(ａ) 前期繰越収支差額

0 399,681,766次期繰越収支差額(ｃ)－(ａ) 収入合計(ｃ)



（３）県の財政的援助等の状況

ア 基本財産307,400,000円のうち302,000,000円（98.2％）を出捐

イ 県からの貸付金は、3,552,302,957円

ウ 当該法人の債務について損失補償を行っており、平成22年度末における補償

対象債務の残高は、6,156,631,131円

エ 平成22年度の補助金は、次のとおりである。

奈良県林業基金運営費補助金 9,154,576円

造林事業補助金 29,306,441円

緑の産業再生プロジェクト補助金 7,486,000円

担い手育成強化対策補助金 5,659,000円

（４）監査の結果

（意見）経営の合理化及び的確な経営状況等の開示について

造林事業等を営む林業公社の経営悪化が全国的な問題となっている中、(財)奈

良県林業基金（以下「基金」という ）においても、平成２２年度末における県。

及び日本政策金融公庫からの長期借入金は約９７億円に累増しており、今後も増

加していく見通しである。

一方、木材価格は依然下落傾向にあり、現下の木材価格による収益では、平成

２０年に試算した長期収支見込みより一層厳しい状況に成り得ることが十分に予

想される。

現在、施業体系の見直し等により事業費の削減、ひいては借入金の低減に努め

られているところであるが、今後さらに県とともに経営内容の見直し及び検証を

行い、県民の理解を得られるよう一層経営の合理化を図られたい。

また、県からの多額な借入金及び元利償還費の支援等を考慮すると、基金がお

かれた状況等について、県民に積極的かつ分かりやすい情報公開を行っていくべ

きである。

今後さらに経営状況等について的確な検証・評価を行い、適時に最新の長期収

支見込みを公表し説明責任を果たしていくべきである。



団体名 奈良県土地開発公社 実施年月日 平成２３年 ８月 ４日

（１）団体の目的

公共用地・公用地等の取得、管理処分等を行うことにより地域の秩序ある開発

整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。

（２）財務の状況

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在
（単位：円）

資 産 負 債 及 び 資 本

科 目 金 額 科 目 金 額

5,146,516,934 2,136,192,075流動資産 流動負債

53,414,811 123,790,287現金及び預金 未払金

28,671,099 1,985,309,811事業未収金 短期借入金

2,105,784,394 16,183,170代行用地 未払費用

2,381,025,292 10,271,000完成土地等 前受金

350,749,131 620,540代替地 預り金

226,872,207 17,267附帯等事業 前受収益

2,070,783,092 0固定資産 固定負債

58,641,629 0有形固定資産 長期借入金

0 0無形固定資産 その他の固定負債

2,012,141,463 2,136,192,075投資その他の資産 負債合計

10,000,000資本金

10,000,000基本財産

5,071,107,951準備金

5,367,335,226前期繰越準備金

296,227,275当期純損失

5,081,107,951資本合計

7,217,300,026 7,217,300,026合 計 合 計

損 益 計 算 書

自 平成22年4月 1日

(単位：円)至 平成23年3月31日

費 用 収 益

科 目 金 額 科 目 金 額

1,469,291,737 1,446,263,071事業原価 事業収益

1,378,752,088 1,378,752,088公有地取得事業原価 公有地取得事業収益

21,903,975 17,433,000土地造成事業原価 土地造成事業収益

36,154,915 24,556,000代替地事業原価 代替地事業収益

7,171,159 212,383附帯等事業原価 附帯等事業収益

25,309,600 25,309,600あっせん等事業原価 あっせん等事業収益

174,763,665 17,866,398販売費及び一般管理費 事業外収益

607,600 17,670,742事業外費用 有価証券利息

607,600 195,656消費税 雑収益

0 296,227,275雑損失 当期純損失

115,693,742特別損失

28,525,069土地評価損

87,168,673その他の特別損失

1,760,356,744 1,760,356,744合 計 合 計



（３）県の財政的援助等の状況

ア 基本財産10,000,000円で、全額県の出資

イ 当該法人の債務について債務保証を行っており、平成22年度末における債務

保証の残高は、1,985,309,811円

（４）監査の結果

（意見）工事にかかる契約金額の変更について

工事における設計変更については、現場状況等を勘案し適切に執行されていた

が、当初契約額の３０％を超える変更契約を行っている工事が見受けられた。

契約額の変更にあたって、土木部においては変更に関する事務の適正化を図る

ため 「土木事業の設計変更に関する取り扱いについて」を改訂されたところで、

あり、貴公社においても当初契約と大きく乖離する設計変更となる場合は、契約

変更の透明性・公正性の確保の観点から、慎重な対応に努められたい。



団体名 奈良県道路公社 実施年月日 平成２３年 ８月 ４日

（１）団体の目的

有料道路の新設、維持管理等を行うことにより地域の幹線道路の整備促進と県

民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。

（２）財務の状況

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在
（単位：円）

資 産 負 債 及 び 資 本

科 目 金 額 科 目 金 額

1,062,293,448 19,686,881,009流動資産 流動負債

235,728,221 478,963,788預金 未払金

824,408,515 19,200,000,000未収金 短期借入金

2,156,712 7,406,082前払費用 未払費用

110,439,465,727 511,139固定資産 預り金

110,404,463,174 13,804,706,015事業資産 固定負債

110,404,463,174 13,804,706,015道路 長期借入金

0 41,250,172,151事業資産建設仮勘定 特別法上の引当金等

33,957,755 5,676,200,124有形固定資産 道路事業損失補てん引当金

44,851,235 35,573,972,027建物 償還準備金

5,253,712 0機械及び装置 償還準備積立金

7,696,543 74,741,759,175車両及び運搬具 （負債合計）

1,350,494 36,760,000,000工具・器具及び備品 基本金

0 36,760,000,000土地 奈良県出資金

△ 25,194,229 36,760,000,000有形固定資産減価累計額 （資本合計）

1,044,798無形固定資産

111,501,759,175 111,501,759,175合 計 合 計

損 益 計 算 書

自 平成22年4月 1日

(単位：円)至 平成23年3月31日

費 用 収 益

科 目 金 額 科 目 金 額

2,141,480,074 4,770,137,082業務管理費 業務収入

1,251,377,390 4,768,441,810道路管理費 道路料金収入

890,102,684 1,695,272道路料金収入配分費 業務雑収入

111,752,308 198,031,380一般管理費 受託業務収入

198,031,380 463,064,385受託業務損 業務外収入

1,301,483 0諸減価償却費 利息収入

1,221,148 441,056,700有形固定資産減価償却費 業務補助金収入

80,335 22,007,685無形固定資産減価償却費 雑益

2,669,234,448諸引当損

369,365,699道路事業損失補てん引当損

2,299,868,749償還準備金繰入損

309,433,154業務外費用

300,450,562支払利息

8,982,592雑損

5,431,232,847 5,431,232,847合 計 合 計



（３）県の財政的援助等の状況

ア 基本財産36,760,000,000円で、全額県の出資

イ 県からの貸付金は、200,000,000円

ウ 当該法人の債務について債務保証を行っており、平成22年度末における債務保

証の残高は、32,804,706,015円

（４）監査の結果

（意見）工事にかかる契約金額の変更について

工事における設計変更については、現場状況等を勘案し適切に執行されていた

が、当初契約額の３０％を超える変更契約を行っている工事が見受けられた。

契約額の変更にあたって、土木部においては変更に関する事務の適正化を図る

ため 「土木事業の設計変更に関する取り扱いについて」を改訂されたところで、

あり、貴公社においても当初契約と大きく乖離する設計変更となる場合は、契約

変更の透明性・公正性の確保の観点から、慎重な対応に努められたい。

（意見）工事における設計変更事務手続きについて

工事における設計変更事務手続きについて、口頭による指示・協議での設計変

更が散見された。口頭による指示・協議だけでは請負者との確実な履行状況の確

認等が出来ないばかりか、トラブルの原因になる恐れも思料される。

土木部においては、設計変更に関する事務の適正化を図る為、発注者と請負者

が立ち会いによる事象を確認後 「指示書 ・ 協議書」により両者合意のうえ対、 」「

応するものとしている。

貴公社においても、設計変更事務の適正化を図るため、文書等による適切な対

応に取り組まれたい。

（意見）委託契約の業者選定について

調査委託業務にかかる設計価格の算定において、参考見積を７業者に依頼して

いたが、前年度委託業者については契約内容に適合した履行の確保ができている

にも関わらず、参考見積書の提出を依頼していなかった。

参考見積により設計価格を算定するときは、個々の業務に応じてこれまでの契

約実績等を踏まえ、適切な方法で参考見積書を徴収し、適正な設計価格の算出に

努められたい。

また、キャンペーン委託業務については、道路公社会計規程第７２条第１項第

２号(契約の性質又は目的が競争に適さないとき)により、一者による随意契約が

行われていた。

、 、委託業者の選定にあたっては 競争性・透明性・公平性の確保を図る観点から

業務内容を精査したうえ可能な限り競争入札にすることが望ましいが、その性質

上随意契約で実施する場合であっても、プロポーザル方式等によることを検討す

るなど、適切な業者選定に努められたい。


		2011-09-26T18:01:38+0900
	naraken.




